
 

 

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

株 式 会 社  但 馬 銀 行 

 

「たんぎんＰｉＴａＰａカード」の取扱終了について 

 

 このたび、但馬銀行では、令和９年３月３１日（水）をもちまして、「たんぎん

バンクカードＶｉｓａ」の付帯サービスである「たんぎんＰｉＴａＰａカード」の

取り扱いを終了することをお知らせいたします。 

 つきましては、今後のスケジュール等を下記のとおりお知らせいたしますので、

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めて参りますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

   

記 

   

一、取扱終了に関する主なスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

二、「たんぎんＰｉＴａＰａカード」の有効期限について 

  令和９年３月３１日（水）をもちまして、ご利用ができなくなります。 

 ※カード券面に記載の有効期限にかかわらず、上記期日をもちまして自動解約と

なります。 

 ※令和９年１月、２月が有効期限の会員さまは、有効期限の翌月１日に解約させ

ていただきます。 

 ※カードは、はさみ等で切り込みを入れて破棄してください。 

                    

三、定期券のご利用について 

  現在定期券をご利用中のお客さまで、「ＰｉＴａＰａベーシックカード」のご

利用を希望される場合は、別途お申し込みいただき、カード到着後に新旧両方の

カードを定期券販売窓口へお持ちのうえ、必ず定期券の載せ替え（無料）のお手

続きをお願いいたします。 

  なお、定期券は、令和９年３月３１日（水）まで、通常通りご利用いただけま

す。 

  払い戻しについては、ＰｉＴａＰａポストペイエリア（ＪＲ西日本を除く）の

主要駅等にお問い合わせください。 

 

四、チャージ残高について 

  令和９年３月３１日（水）までに使い切っていただくことを推奨いたします。 

  なお、令和９年３月３１日（水）までに使い切れなかった場合は、同日をもっ

て自動的にご解約となり、預金口座へ返金いたします。この場合の払戻手数料 

５５０円（税込）はかかりません。 

  また、令和８年６月１日（月）～令和９年３月３１日（水）までにご解約され

た場合でも預金口座へ返金いたします。この場合においても、払戻手数料５５０

円（税込）はかかりません。 

          

五、維持管理料について 

  １年間に一度もカードのご利用がない場合、お 1人様あたりＰｉＴａＰａ維持

管理料１，１００円（税込）が引き落としされます。 

以  上  

 
本件に関するお問い合わせ 

但馬銀行 個人ローン部 ０７９６－２６－３１０４ 

受付時間／平日 ９：００～１７：００ 

（ただし、銀行休業日を除く） 

 

https://www.pitapa.com/link/basic

